
事　業　所　名 所　在　地 電　話

ヘルパーステーションありあけ 宮野2775 69-2559

特別養護老人ホーム　月華苑　指定訪問介護事業所 清源寺1060 69-2018

ニチイケアセンター長洲 長洲2884-6 65-7993

事　業　所　名 所　在　地 電　話

有明成仁病院 宮野2775 78-1133

事　業　所　名 所　在　地 電　話

訪問看護ステーション　ありあけ 宮野2775 78-7212

訪問看護ステーション　ながす 長洲1306 78-7788

事　業　所　名 所　在　地 電　話

デイサービスハルコスモス 宮野2775 78-1133

デイサービスセンター月華苑 清源寺1060 69-2018

まごころデイサービス 宮野1298-17 78-3338

デイサービスきんぎょ 長洲1325 78-3940

デイサービスセンター心の花 長洲2339-1 78-0063

デイサービス導楽 長洲2818-3 57-7474

通所介護　ながす 長洲1188 78-8588

事　業　所　名 所　在　地 電　話

コスモス通所リハビリテーション 宮野2775 78-1133

介護老人保健施設　聖ルカ苑 宮野2772-10 78-5521

事　業　所　名 所　在　地 電　話

せいわながすの里 長洲2990-2 78-8022

花しのぶ 清源寺1060 78-0636

【小規模多機能型居宅介護】
通所を中心に、訪問や泊まりを組み合わせ、本人の心身の状況や希望に応じ、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練な
どを受けることができます。対象：要支援1～2、要介護1～5

【通所介護（デイサービス）】
施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援、レクリエーションなどを通じた機能訓練などが日帰りで受けることができま
す。対象：要支援1～2、要介護１～5

【通所リハ（デイケア）】
医療機関や介護老人保健施設に通い、リハビリを日帰りで受けることができます。対象：要支援1～2、要介護1～5

【訪問看護】
ご家庭に、看護師、准看護師等が訪問して、療養上のお世話や診療の補助を行います。対象：要支援1～2、要介護1～5

【訪問リハ】
ご家庭に、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問し、リハビリを行います。対象：要支援1～2、要介護1～5

【訪問介護】
ご家庭に、ホームヘルパーが訪問して、食事や入浴、排泄などの身体介護や、掃除、洗濯などの生活援助を行います。（※要
支援の方は、生活援助のみとなります。）　対象：要支援1～2、要介護1～5

長洲町介護保険サービス事業所



事　業　所　名 所　在　地 電　話

グループホームひまわり２１　長洲 折崎633-5 78-8880

グループホーム　グリーンライフ　ヴィラ 宮野2772-18 78-1161

せいわながすの里 長洲2990-2 78-8023

事　業　所　名 所　在　地 電　話

特別養護老人ホーム　月華苑 清源寺1060 69-2018

事　業　所　名 所　在　地 電　話

介護老人保健施設　聖ルカ苑 宮野2772-10 78-5521

事　業　所　名 所　在　地 電　話

せいわの里 宮野2775 78-1133

ながすクリニック 長洲1354 78-0527

事　業　所　名 所　在　地 電　話

せいわ居宅介護支援事業所 宮野2775 69-2654

長洲町在宅介護支援センター　月華苑居宅介護支援事業所 清源寺1060 69-2079

社団法人　熊本県看護協会　介護支援事業所ながす 長洲1306 78-7788

ケアプランのきんぎょ 長洲1325 78-3940

まごころケアプランサービス 宮野1298-17 78-3338

【介護医療院】
医学的管理のもとで、長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護など
を一体的に受けられます。対象：要介護1～5

※ご不明な点がありましたら、介護保険係（７８-３１４４）までお問い合わせください。

【介護老人福祉施設】
寝たきりや認知症などで日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護や生活が困難な人が入所する施設です。対象：
要介護3～5（新規）　継続の場合は要介護1～

【介護老人保健施設】
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリを行い、在宅生活への復帰を支援する施設です。対
象：要介護1～5

【居宅介護支援事業所】
介護支援専門員(ケアマネージャー)が所属していて、ご利用者様や、ご家族様に合った「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作
成する事業所です。介護保険サービスは、このケアプランにもとづいて提供されます。なお、要支援1・要支援2に認定された人
は基本的には長洲町地域包括支援センターが担当します。

【認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】
認知症の人が、共同生活をしながら日常生活上のお世話や機能訓練を受けることができます。対象：要支援2、要介護1～5


